
＊財務諸表に対する注記＊

1．重要な会計方針

（1) 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）に基づく。

（2)

（3) 固定資産の減価償却の方法

建物は、法人税法に基づく定額法による。什器備品は、法人税法に基づく定率法による。

（4) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、退職金支給規程に基づき、期末退職給付の自己都合要支給額に相当

する金額を計上している。

（5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2．特定資産の増減額およびその残高

特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

科　　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

特定資産

退職給付引当資産

修繕積立引当資産

運営基金引当資産

合　　　計 488,601,010 17,380,204 24,781,000 481,200,214

220,000,000 0 0 220,000,000

棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、最終仕入原価法に基づく。

（単位：円）

207,154,803 17,380,204 24,781,000 199,754,007

61,446,207 0 0 61,446,207



3．特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科　　　　目 当期末残高

特定資産

退職給付引当資産

修繕積立引当資産

運営基金引当資産

合　　　計

4．固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

科　　　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建　　　　　物

什　器　備　品

合　　　計

5．金融商品に関する注記

（1) 当法人の資金運用は、金融機関への預金、日本国国債のみであり、元金の償還につい

ては僅少なリスクしか負わないものに限定して行っている。

（2) 金融商品の内容及びそのリスク

債券で運用を行っている特定資産には発行体の信用リスク等が存在している。

（3) 金融商品に係るリスク管理体制

①財務処理規程に基づく取引

金融商品の取引は、財務処理規程に基づき行っている。

②信用リスクの管理

債券、預金については、発行体、預託金融機関の状況を定期的に把握している。

③市場リスクの管理

債券、預金については、定期的に把握している。

（4) 金融商品（満期保有目的の債券）の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

金融商品（満期保有目的の債券）の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のと

おりである。

科　　目／種類及び銘柄 帳簿価額 時　　価 評価損益

211,084,563 100,745,403 110,339,160

（単位：円）

  運営基金引当資産

    利付国債（10年もの）　第335回 219,953,080 226,226,000 6,272,920

（単位：円）

196,408,157 88,927,550 107,480,607

14,676,406 11,817,853 2,858,553

220,000,000 0 220,000,000 0

481,200,214 0 281,446,207 199,754,007

61,446,207 0 61,446,207 0

（単位：円）

（うち指定正味財
産からの充当額）

（うち一般正味財
産からの充当額）

（うち負債に
対応する額）

199,754,007 0 0 199,754,007



6．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

7．減損損失関係

以下の固定資産について減損損失を計上している。
(単位：円)

電話加入権は実質的に無価値となっているため、備忘価格(1回線につき1円、計14円)とした。

附属明細書

（1）基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2.において記載している。

（2）引当金の明細

 退職給付引当金

科　　目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
目的使用 その他

種　類

場　所

減損損失の金額

電話加入権

東京都千代田区

567,771

(評価金額の算定方法)

207,154,803 17,380,204 24,781,000 0 199,754,007

（単位：円）

兼務87人 関連法人

(収入)
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事業
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宅建取引
健全育成
受託収入
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－
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取引
金額
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残高

(千円)
役員の
兼務等

事業上
の関係
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総額
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割合


